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大阪国道事務所

国道１７６号兵庫県境～大阪市境の区間を移管
～ ４月１日より国管理から大阪府管理へ ～

国道１７６号兵庫県境～大阪市境の区間（兵庫県川西市小戸２丁目～大阪
かわにし おお べ

府大阪市淀川区新高３丁目 延長約１２．３㎞）を国土交通省から兵庫県・大
おおさか よどがわ にいたか

阪府・大阪市へ移管しますので、お知らせします。

■移管対象路線名と区間
一般国道１７６号
兵庫県川西市小戸２丁目（呉服橋） ～ 大阪府大阪市淀川区新高３丁目（新三国橋）

く れ は ば し しん み くにばし

（延長 約１２．３㎞）

■移管日時

令和２年４月１日（水） 午前 ０：００

■移管前の道路管理者

国土交通省近畿地方整備局 （管理担当事務所 ： 大阪国道事務所）

■移管後の道路管理者

大阪府 （管理担当事務所 ： 池田土木事務所）
※呉服橋の一部（川西市小戸２丁目～兵庫県境）は、国から兵庫県へ移管。ただし、日常管理は大阪府で実施。

※新三国橋の一部（大阪市境～大阪市淀川区新高３丁目）は、国から大阪市へ移管。ただし、日常管理は大阪府で実施。

■移管後の路線名

一般国道１７６号 （変更なし）

＜取 扱 い＞

＜配布場所＞ 近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ

＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所

副 所 長 西 野 直 均 （内線２０４）
にし の なお ひと

管理第一課長 多 田 敦 司 （内線４３１）
た だ あつ し

電話 06-6932-1421 FAX06-6932-8401

大阪府 都市整備部 交通道路室

道路整備課長 松 本 次 朗
まつ もと じ ろう

主 査 大 橋 康 雄
おお はし やす お

電話 06-6941-0351 FAX 06-6944-6780



国道１７６号兵庫県境～大阪市境（兵庫県川西市小戸２丁目(呉服橋)～大阪府大阪市

淀川区新高３丁目(新三国橋) 延長約１２．３ｋｍ）を国土交通省から兵庫県・大阪府・

大阪市へ移管します。移管後は、大阪府 池田土木事務所が管理を行います。
※ 呉服橋の一部（川西市小戸２丁目～兵庫県境）は、国から兵庫県へ移管、新三国橋の一部（大阪市境～大阪市淀川区新高３丁目）は、

国から大阪市へ移管します。ただし、日常管理は大阪府で実施します。

国道１７６号兵庫県境～大阪市境の区間を移管
～ ４月１日より国管理から大阪府管理へ ～

移管日時：令和２年４月１日(水) 午前０：００

位置図

○ 移管前の道路管理者 ：国土交通省近畿地方整備局（管理担当事務所：大阪国道事務所）

○ 移管後の道路管理者 ：大阪府 管理担当事務所：池田土木事務所

〒563-0025 大阪府池田市城南１丁目１－１

豊能府民センタービル内

TEL：072-752-4111（代）

○ 移管後の路線名 ：一般国道176号（変更なし）

凡 例

移管区間

池田市役所

至 大阪

至 宝塚

箕面市

池田市

豊中市

川西市

E2A

E 1

大阪市

尼崎市

伊丹市

豊中市役所

呉服橋

新三国橋

かわにし おおべ くれはばし おおさか

よどがわ にいたか しんみくにばし


